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1. 基本方針の策定 

1.1. 基本計画の概要 

本業務は、計画期間の 5 年目にあたり、現時点までに社会情勢が大きく変化し、水道事業

収益や費用について計画値と実績値に乖離が見られるようになった。そのため、計画期間の

中間点である令和 5(2023)年度において基本計画及び経営戦略を点検・総括し、見直しを

行うものである。 

先ず各計画の位置づけ及び計画概要について以下に整理する。 

 

1.1.1. 計画の位置づけ 

「角田市水道事業アセットマネジメント及び経営戦略」（以下「計画」）は、「角田市水道

事業ビジョン」（以下「ビジョン」）において定めた 50 年先を見据えた将来像と基本目標の

実現に向け、水需要の見通しを立て、課題点を整理するとともに、課題解決に向けた今後

10 年間の具体的な行動を示したものである。 

図 1-1 は各計画の関係性を示したものであり、横軸は検討期間を示している。基本計画

や経営戦略の計画期間が１０年間であるのに対し、アセットマネジメントや水道事業ビジョ

ンは 50 年から 100 年先の未来の目標状態を設定した上で、その目標に到達するためには

何をすべきかを逆算する方法をとっている。バックキャストはビジョンや目標が明確な状況

で有用であり、この手法により、目標達成のためには何が必要か、どのような障壁が存在す

るのか、どのようにその障壁を乗り越えるかといった点を具体的に考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 計画の位置づけ 

 

1.1.2. ビジョンの概要 

ビジョンの計画期間は 2022 年から 2031 年の 10 年間で、「未来へつなぐ安全・安心な

かくだ の水道」を将来像に掲げ、安全、強靭、持続の各観点についての基本目標を下記の

通りに定めている。 
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安全：安全でおいしい水の供給 

強靭：強靭な水道施設の構築 

持続：持続可能な水道事業 

 

表 1-1 に基本目標を示す。これらの目標に向けて現在施設更新等を行っている。 

 

表 1-1 目標一覧 

 

  

1.安全

1-1 水源水質の保全

1-2 水質管理体制の強化

1-3 給水装置の安全性の確保

1-4 貯水槽水道の適切な管理

2.強靱

2-1 管路の更新・耐震化の推進

2-2 施設の更新・耐震化の推進

2-3 計画的配水管網の整備

2-4 応急復旧対策の強化

3.持続

3-1 組織体制の整備

3-2 人材の育成・水道技術の継承

3-3 漏水調査の強化

3-4 経営基盤の強化

3-5 施設規模の適正化

3-6 省エネルギー化の推進

3-7 官民連携と広域連携の推進

「安全でおいしい水の供給」

「強靱な水道施設の構築」

「持続可能な水道事業」
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1.1.3. 水道事業の概要 

１）市の概要 

（１） 市の沿革 

本市は、明治 22（1889）年に伊具郡角田本郷、豊室村、横倉村の区域を角田町として発

足し、その後、昭和 3（1928）年に伊具郡舘矢間村のうち旧小田村地域を編入、昭和 29

（1954）年には伊具郡角田町、枝野村、北郷村、桜村、西根村、東根村、藤尾村の 1 町 6

か村が新設合併し、改めて角田町が発足しました。その後、昭和 33（1958）年に市制施行

し、角田市となりました。 

昭和 40（1965）年に科学技術庁宇宙技術研究所(現：JAXA)の角田支所が発足し、昭和 53

（1978）年には宇宙開発事業団の角田ロケット開発室が設置され、日本のロケットエンジ

ンの基礎技術研究の中心として日本の宇宙開発に貢献しています。 

本市では高度経済成長期以降、企業の立地に力を入れ、電機メーカーや自動車部品メーカー

などが進出し、商業施設整備により、商業機能の活発化を推進するとともに、農業の面にお

いても、「米・豆・梅」を「食ブランド」として前面に押し出し、農業の活性化も行ってい

ます 
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（２） 人口動態 

本市の人口は、昭和 25（1950）年に 37,370 人となり、第一次のピークを迎えました。

その後の高度成長期において都心部への人口流出が続き、昭和 45（1970）年の 31,170 人

まで人口が減少しました。しかし、市の積極的な企業誘致などにより、人口は再び増加し、

平成2（1990）年に35,431人となり、第二次のピークを迎えましたが、その後は少子高齢

化により人口は減少し、平成 2（1990）年のピーク時からみると令和 2（2020）年の人口

は 79.0％となっています。 

 

 

図 1-2 行政人口の推移 

 

２）水道事業の沿革 

本市の水道は、昭和 7（1932）年に創設認可を取得し、昭和 9（1934）年より給水をは

じめました。以降給水区域の拡張、給水人口の増加、給水量の増加等による施設の拡充を行

い、拡張事業を進めてきましたが、長期的展望に立ち増加傾向を示す水需要から、昭和 59

（1984）年 9月 10日に計画目標年度を平成12（2000）年とした計画給水人口41,640人、

計画一日最大給水量 25,910 ㎥/日の第 7次拡張事業の事業認可を取得しました。 

第 7 次拡張事業では、計画一日最大給水量 25,910 ㎥/日に対して、自己水源の施設能力

は14,850㎥/日（一日最大給水量）であることから、既設能力を上回り、水源不足となるた

め、長期的な安定水源として、七ヶ宿ダムを水源とする仙南・仙塩広域水道用水供給事業か

ら不足水量を受水することとしました。その後、阿武隈川を水源として取水している枝野浄

水場の水質が悪化したため、平成 5（1993）年 3月 31日付で変更認可を取得して高度浄水

処理設備（粒状活性炭設備）を導入、また老朽化した石綿セメント管の更新を行うなど整備

を進め、現在に至っています。 
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表 1-2 本市の水道事業の沿革 

 

 

 

３）水道施設の概要 

（１） 水道施設 

本市の浄水場は、東部に位置する枝野浄水場、南部に位置する小田浄水場、仙

南・仙塩広域水道用水供給事業から受水する江尻配水池と高倉配水池の 4 系統から

配水しています。 

枝野浄水場は阿武隈川から着水井へ導水し、急速撹拌池で凝集剤を注入し、フロ

ック形成を行い、沈殿池でフロックを沈殿させて、活性炭ろ過機を通り、次亜塩素

酸ナトリウムを注入し、急速ろ過後に配水しています。また、小田浄水場は小田川

から着水井へ導水し、緩速ろ過池でろ過後、次亜塩素酸ナトリウムを注入して配水

しています。 

仙南・仙塩広域水道用水供給事業より受水している江尻及び高倉配水池では、次

亜塩素酸ナトリウムを追加注入後に配水しています。 

  

名称 認可年
起工

年月

竣工

年月

給水開始

年月

計画給水

人口

(人)

計画1人1日

最大給水量

(L/日)

計画1日

最大給水量

(㎥/日)

創設 昭和7年 昭和8年5月 昭和9年7月 昭和9年7月 9,500 111 1,113

第1次拡張 昭和33年 昭和33年10月 昭和35年3月 昭和35年3月 13,000 180 2,340

第2次拡張 昭和37年 昭和38年9月 昭和39年8月 昭和39年8月 16,000 180 2,880

第3次拡張 昭和40年 昭和41年9月 昭和43年8月 昭和43年8月 20,000 250 5,880

第4次拡張 昭和45年 昭和45年11月 昭和46年11月 昭和46年11月 32,000 400 12,880

第5次拡張 昭和47年 昭和47年10月 昭和49年8月 昭和49年8月 32,000 400 12,880

第6次拡張 昭和50年 昭和51年1月 昭和52年11月 昭和52年11月 32,000 400 12,880

暫定取水施設 昭和53年 35,000 425 14,880

浄水方法の変更 昭和54年 35,000 425 14,880

第7次拡張 昭和59年 昭和59年11月 昭和61年4月 昭和61年4月 35,000 513 17,980

第7次拡張変更 昭和61年 昭和61年11月 平成1年3月 平成1年4月 41,640 622 25,910

第7次拡張変更 平成5年 平成5年4月 平成6年3月 平成6年4月 41,640 622 25,910

第7次拡張変更 平成26年 平成26年4月 平成28年3月 平成28年4月 27,510 444 12,220
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表 1-3 浄水場設備等の諸元 

 

  

項目 江 尻 配 水 池 高 倉 配 水 池 枝 野 浄 水 場 小 田 浄 水 場

処理能力 18,000 ㎥/日 3,200㎥/日 1,970 ㎥/日 2,880 ㎥/日

水源
仙南・仙塩

広域水道

仙南・仙塩

広域水道

枝野取水場

（阿武隈川）

小田取水堰

（小田川）

次亜塩素注入設備 次亜塩素注入設備 取水ポンプ槽 着水井・混和池

調圧水槽 沈殿池

着水井 緩速ろ過池

急速攪拌池 集合池

フロック形成池 次亜塩素注入設備

横流式傾斜版沈殿池 天日乾燥床

粒状活性炭ろ過機

急速ろ過機

浄水池

次亜塩素注入設備

排水地

排泥池

天日乾燥床

江尻配水池(受水用) 高倉配水池(受水用) 枝野配水池 小田配水池

PC造　6,000㎥ SUS造　1,000㎥ RC造　2,360㎥ PC造　1,000㎥

毛萱配水池

SUS造　178.5㎥

浄水設備

配水設備
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（２） 配水管網 

本市は昭和 9（1934）年当初小田川流域を水源とした小田浄水場から旧角田町の給水区

域に給水していましたが、昭和 32（1957）年の水道法制定による「国民の健康を守るため、

水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持等に関し必要な施策を講じなければならな

い」に従い、給水区域を拡充し、現在に至っています。 

受水施設及び浄水施設は東西南北 4 箇所（江尻配水池、高倉配水池、枝野浄水場、小田浄

水場）に点在し、その施設を起点として、配水管路が布設され、配水管網を形成しています。

万が一災害時において 1 ヶ所の浄水場が稼働しなくなった場合も、市内の全域にできる限り

配水することが可能な配水管網となっています。 

 

 

図 1-3 施設及び配水管の布設状況 
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４）仙南・仙塩広域水道用水供給事業からの受水 

仙南・仙塩広域水道用水供給事業とは、仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、白石市、岩

沼市、角田市、富谷市、柴田町、亘理町、大河原町、松島町、七ヶ浜町、山元町、蔵王町、

村田町、利府町の17市町（8市9町）へ水道水を送るためにつくられた地方公営企業です。

計画一日最大送水量 553,300 ㎥に対して、現在224,255 ㎥を送水しています。 

 

 
宮城県企業局「仙南・仙塩広域水道用水供給事業の概要」より引用 

図 1-4 仙南・仙塩広域水道用水供給事業の構成団体と受水経路 
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５）施設 

本市水道事業は、給水区域を本市の行政区域全域として、1 箇所の浄水場と 2 か所の県水

受水により、給水を行っている。水源は阿武隈川水系阿武隈川 1,747 ㎥/日で、約 87%が

仙南・仙塩広域水道用水からの受水 12,300 ㎥/日である。 

表 1-4 に施設概要、図 1-5 に配水フローを示す。 

 

表 1-4 施設概要 

水源 ■表流水 □ダム □伏流水 □地下水 ■受水 □その他 

施設数 
浄水場設置数 １箇所 

管路延長 330km 
配水場設置数 ２箇所 

施設能力 14,047 ㎥/日 施設利用率 98.8% 

※現在は令和 5（2023.）年度の値 

 

 

図 1-5 配水フロー 
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６）管路 

本市水道事業の管路延長は、令和 5(2023)年度末時点で導水管が約 3.86km、送水管が

約 6.04km、配水管が約 301.49km、合計約 311.39km である。基幹管路の耐震適合率

は 10.9%、耐震管率は 8.7%である。 
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2. アセットマネジメント（マクロマネジメント） 

2.1. はじめに 

水道施設を計画的に更新し、この資産を健全な状態で次世代に引き継いでいくことは現世

代の責務であり、その中でも水道事業の運営・管理を担っている水道事業体の役割は特に重

要である。 

高度経済成長期等に急速に整備された水道施設の多くは老朽化が進行し、大規模な更新ピ

ークを迎えつつあり、水道施設の計画的な更新は水道事業体の重要な課題となっている。 

本市は 147.64km2に約 2.6 万人が生活する宮城県南部に位置する都市であり、北に柴田

町、東に山元町、南に丸森町、西に白石市と隣接している。 

現在、市内 1 箇所の浄水場と 2 箇所の県水受水配水池を運用して上水道事業を運営して

おり、今後は、各施設の計画的な更新とともに、経営資源の規模の適正化が必要となってい

る。 

将来の人口減少社会を見据えるとともに、新型コロナウイルス感染症やウクライナ問題を

はじめとする社会情勢の変化、近年の節水型機器の普及による水需要の変化を的確に捉え、

安心・安全な水道水を安定的に供給するために必要な、施設規模の適正化及び更新等を計画

的に実行していく必要がある。また、中長期的財政収支に基づき、持続可能な水道を実現し

ていくためには、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を

管理運営することが必要不可欠となり、これらを総合的に企画・管理・活用・処分するアセ

ットマネジメント（資産管理）が重要となる。 

施設規模の適正化、更新需要及び財政収支見通しに基づく計画的な施設整備が必要不可欠

であることが改めて認識され、アセットマネジメントの継続的な実践により健全な水道が次

世代へ確実に引き継がれていくことが期待される。 

 

アセットマネジメントの実践によって、次に示すような効果が期待される。 

①基礎データの整備や技術的な知見に基づく点検・診断等により、現有施設の健全性等を

適切に評価し、将来における水道施設全体の更新需要を推計するとともに、将来的に必要

とする施設規模の適正化、重要度・優先度を踏まえた更新投資の規模から平準化が計画的

に可能となる。 

 

②中長期的な視点を持って、更新需要や財政収支の見通しを立てることにより、財源の裏

付けを有する計画的な更新投資を行うことができる。 

 

③計画的な更新投資により、老朽化に伴う突発的な断水事故や地震発生時の被害が軽減さ

れるとともに、水道施設全体のライフサイクルコストの減少につながる。 

 

④水道施設の健全性や更新事業の必要性・重要性について、水道利用者や議会等に対する

説明責任を果たすことができ、信頼性の高い水道事業運営が達成できる。 
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2.2. 検討の流れ 

本検討は、アセット簡易ツールを使用し以下に示すフローに従って実施する。 

１）マクロマネジメント実施方法 

資産の状況調査を基に、マクロマネジメント実施方法を検討する。 

２）資産の状況と将来見通し 

資産の状況を把握するために、過去の投資の実績、資産の取得年度、帳簿原価等、検討に

用いる実績データを整理する。また、将来見通しとして、更新基準により更新事業を行った

場合の更新需要を把握する。 

３）財政収支 

現行の料金水準で の財政収支見通しを検討し、そのうえで料金改定や損益勘定留保資金

等(内部留保資金)の確保等、更新財源の確保方策を検討する。 

４）アセットマネジメントの実施に関する今後の対応 

アセットマネジメントを実施するための今後の対応について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 マクロマネジメントの検討フロー 

 

2.2.1. マクロマネジメント実施方法 

資産の状況調査を基に、マクロマネジメント実施方法を検討する。 

整理したデータを基にマクロマネジメント実施方法の検討を行う。更新需要の検討手法に

ついては、「更新需要を算定するための基礎データ」があり、「基礎データが更新工事と整合」

しているものの、現時点では「再構築や規模の適正化を考慮した再投資価格」の算出までは

行なわないことからタイプ 3 が該当する。 

また、財政収支見通しの検討手法については、「更新財源及び資金収支」及び「収益的収

支」の検討が可能である。ただし、種々の経営効率化等の施策を反映できないことから、タ

イプ C が該当する。以上より、本検討におけるマクロマネジメント実施方法としては、タ

イプ 3C が該当する。 

  

1) マクロマネジメント実施方法 

2) 資産の状況と更新需要 

3) 財政収支の把握 

4) 今後の対応 
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表 2-1 更新需要及び財政収支見通しの検討方法 

 

2.2.2. 資産の状況と更新需要 

 既計画を参考に資産の状況を整理する。なお、土地、車両運搬具、工具器具及び備品、無

形固定資産に分類される資産は対象外とする。分類は１）浄水場内及び場外の土木・建築、

２）機械、電気、計装設備、３）管路（場内配管を除く、導水管、送水管、配水管）である。 

 

１）土木・建築及び電気・機械・計装設備 

（１） 対象資産 

固定資産台帳において、建物・構築物及び電気・機械・計装設備を対象とする。また、こ

こでは将来の施設の廃止や縮小等の検討は含めていない。 

 

（２） 基準年度、現在価値及び更新費用 

 2023 年度までのデフレーターを用いて過去の取得価格（固定資産台帳の取得価格）を現

在価値化する。 

 更新費用の算出には、内閣府で試算した「中長期の経済財政に関する試算」における過去

投影ケースの物価上昇率を採用する。 

 

  

  

更新需要 財政収支見通し 

タイプ１ 

簡略型 
年度別の投資実績のみ利用できる 

タイプ A 

簡略型 
収支の検討ができない 

タイプ２ 

簡略型 
更新需要を算定できる 

タイプ B 

簡略型 

資本的収支の検討ができるが、

収益的収支の検討はできない 

タイプ３ 

標準型 

基礎データと更新工事が 

整合している 

タイプ C 

標準型 

一定条件下で収益的収支、 

資本的収支、資金収支の 

検討ができる 

タイプ４ 

詳細型 

再構築や規模の適正化を考慮し

た再投資価格を算定できる 

タイプ D 

詳細型 

種々の経営効率化等の施策を 

反映できる 
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表 2-2 建設工事費デフレーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共事業
上・工業用

水道
公共事業

上・工業用
水道

採用値

1951 *** *** *** ***

1952 *** *** *** ***

1953 *** *** *** ***

1954 *** *** *** ***

1955 *** *** *** ***

1956 *** *** *** ***

1957 *** *** *** ***

1958 *** *** *** ***

1959 *** *** *** ***

1960 16.2 *** 13.6 *** 13.6

1961 17.7 *** 14.9 *** 14.9

1962 18.6 *** 15.6 *** 15.6

1963 19.1 *** 16.1 *** 16.1

1964 20.0 *** 16.8 *** 16.8

1965 20.7 *** 17.4 *** 17.4

1966 22.3 *** 18.8 *** 18.8

1967 24.3 *** 20.4 *** 20.4

1968 25.0 *** 21.0 *** 21.0

1969 26.5 *** 22.3 *** 22.3

1970 28.3 *** 23.8 *** 23.8

1971 29.1 *** 24.5 *** 24.5

1972 31.0 *** 26.1 *** 26.1

1973 39.1 *** 32.9 *** 32.9

1974 48.9 *** 41.1 *** 41.1

1975 49.6 *** 41.7 *** 41.7

1976 53.0 *** 44.6 *** 44.6

1977 56.4 *** 47.4 *** 47.4

1978 60.6 *** 51.0 *** 51.0

1979 66.9 *** 56.3 *** 56.3

1980 74.7 *** 62.8 *** 62.8

1981 76.2 *** 64.1 *** 64.1

1982 75.9 *** 63.8 *** 63.8

1983 75.3 *** 63.3 *** 63.3

1984 76.5 *** 64.3 *** 64.3

1985 75.5 77.7 63.5 63.3 63.3

1986 75.3 76.8 63.3 62.6 62.6

1987 76.5 77.3 64.3 63.0 63.0

1988 78.1 78.7 65.7 64.1 64.1

1989 82.1 82.4 69.0 67.2 67.2

1990 85.1 85.3 71.6 69.5 69.5

1991 87.5 87.6 73.6 71.4 71.4

1992 88.8 88.6 74.7 72.2 72.2

1993 89.0 88.4 74.9 72.0 72.0

1994 89.4 88.6 75.2 72.2 72.2

1995 89.7 88.8 75.4 72.4 72.4

1996 89.7 88.5 75.4 72.1 72.1

1997 90.5 89.4 76.1 72.9 72.9

1998 88.9 88.0 74.8 71.7 71.7

1999 88.1 87.0 74.1 70.9 70.9

2000 88.4 87.2 74.3 71.1 71.1

2001 86.8 85.6 73.0 69.8 69.8

2002 85.8 85.0 72.2 69.3 69.3

2003 86.4 86.0 72.7 70.1 70.1

2004 87.3 87.5 73.4 71.3 71.3

2005 88.6 89.0 74.5 72.5 72.5

2006 90.1 90.6 75.8 73.8 73.8

2007 92.3 93.5 77.6 76.2 76.2

2008 95.9 98.8 80.7 80.5 80.5

2009 92.7 94.0 78.0 76.6 76.6

2010 93.1 94.1 78.3 76.7 76.7

2011 94.4 95.3 79.4 77.7 77.7

2012 94.1 94.7 79.1 77.2 77.2

2013 96.3 96.6 81.0 78.7 78.7

2014 99.7 99.5 83.9 81.1 81.1

2015 100.0 100.0 84.1 81.5 81.5

2016 100.4 100.1 84.4 81.6 81.6

2017 102.6 102.0 86.3 83.1 83.1

2018 106.3 105.8 89.4 86.2 86.2

2019 108.8 108.9 91.5 88.8 88.8

2020 108.7 108.9 91.4 88.8 88.8

2021 112.7 113.7 94.8 92.7 92.7

2022 118.9 122.7 100.0 100.0 100.0

年 度
公表値 修正値
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（３） 更新基準 

① 建築 

平成 21 年度に厚生労働省が実施した「水道事業におけるアセットマネジメント（資産

管理）の取組 状況調査」において、タイプ４またはタイプ 3 のアセットマネジメント

を実施している水道事業者等では、65 年～75 年での更新を設定している。 

よって、本計画で採用する更新基準年数は 70 年とする。 

② 土木 

取組状況調査において、タイプ４またはタイプ 3 のアセットマネジメントを実施してい

る水道事業者等では、65 年～90 年での更新を設定している。 

よって、本計画で採用する更新基準年数は、土木 73 年、配水池（SUS）で 67 年とす

る。 

③ 電気・機械・計装設備 

取組状況調査において、タイプ４またはタイプ 3 のアセットマネジメントを実施してい

る水道事業者等では更新基準を表 2-1 の設定が行われています。 

また、設備類は更新サイクルが短いため、更新実績のデータが蓄積されている。設備類

の更新 実績については、（公社）日本水道協会、（公財）水道技術研究センター、関西水

道事業研究会における調査事例がある。 

表 2-3 水道事業者等の更新基準例 

 

④ 本計画における更新基準年数 

表 2-4 採用する更新基準年数 

 

 

法定耐用年数 更新基準年数

50 70

60 73

45 67

15 25

15 24

15 21

40 60

40 60

電気

機械

計装

その他１

管路

工種（施設名）

建築

土木

配水池《SUS》
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（４） 資産 

 資産の現在価格は約 14.8 億円であり、主要施設として、枝野浄水場、枝野配水池、江尻

配水池、毛萱配水池、高倉配水池を有している。 

 

表 2-5 資産状況 

 

 

 

図 2-2 投資状況 

  

現在価格

（千円）

建築 163,211

土木 1,076,020

電気 211,425

機械 15,160

計装 18,850

計 1,484,666

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

帳
簿
原
価

百
万
円

西暦年度

取得年度別帳簿原価（現在価格）
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２）管路 

（１） 対象資産 

導水管、送水管、配水管を対象とする。 

 

（２） 基準年度、現在価値及び更新費用 

 2025 年度を更新基準とし、設計概算工事費を用いて既計画の工事単価を見直したものを

現在価値として用いる。 

更新費用の算出には、内閣府で試算した「中長期の経済財政に関する試算」における過去

投影ケースの物価上昇率を採用する。 

 

（３） 更新基準 

水道事業におけるアセットマネジメント簡易支援ツール更新基準を基に更新基準を設定す

る。 

表 2-6 更新基準 

 

管種区分 法定耐用年数 更新基準年数

鋳鉄管　（ダクタイル鋳鉄管は含まない） 40 60

ダクタイル鋳鉄管　耐震型継手を有する 40 100

ダクタイル鋳鉄管　Ｋ形継手等を有するもののうち
良い地盤に布設されている

40 80

ダクタイル鋳鉄管　(上記以外・不明なものを含む） 40 60

鋼管　（溶接継手を有する） 40 70

鋼管　（上記以外・不明なものを含む） 40 70

石綿セメント管 40 40

硬質塩化ビニル管　（ＲＲロング継手等を有する） 40 60

硬質塩化ビニル管　（ＲＲ継手等を有する） 40 60

硬質塩化ビニル管　（上記以外・不明なものを含
む）

40 40

コンクリート管 40 40

鉛管 40 40

ポリエチレン管　（高密度、熱融着継手を有する） 40 100

ポリエチレン管　（上記以外・不明なものを含む） 40 60

ステンレス管　耐震型継手を有する 40 80

ステンレス管　(上記以外・不明なものを含む） 40 60

その他　（管種が不明のものを含む） 40 40
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① 管路更新基準設定事例 

・「簡易支援ツールを使用したアセットマネジメント」(平成 25 年 6 月 厚生労働省)の

管路の更新基準(実使用年数)の設定例を抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 2-7 実使用年数に基づく更新基準の設定例 
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・「アセットマネジメント「簡易支援ツール」」（令和２年３月 厚生労働省）の参考資料 

更新基準の設定事例を抜粋 

 

 水道事業者独自に更新基準年数を設定している事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 直接診断に基づき更新基準年数を設定している事例 

令和元年度に厚生労働省が実施した調査において、水道事業者等で独自に直接診断（管

体、土壌調査）を行い、埋設土壌の腐食性評価係数及び埋設年数により腐食の進行（腐

食深さ）を予測し、更新基準年数を設定している事例を示す。 

表 2-9 直接診断に基づき更新基準年数を設定している事例 

 

 

  

表 2-8 水道事業者独自に更新基準年数を設定している事例 
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 日本水道協会等から公表されている関連情報 

日本水道協会等から学識経験者等の第三者の評価が得られている管材の耐用年数等関連

情報を示す。 

表 2-10 日本水道協会等から公表されている耐用年数 

 

 

（４） 資産 

 資産の現在価値は約 436.3 億円である。150mm までの小口径管路が資産の約 6 割を占

めている。現在管路の更新基準は平均 62 年であり、工事費が変わらないという条件であれ

ば現在価値と更新基準の関係から、約 10.3 億円/年（636.3 億円/６2 年）の建設改良工事

を継続すれば、更新基準に沿った更新が可能である。近年はその水準を下回る事業規模にと

どまっている。 

 将来的な物価の変動まで踏まえると、更新基準に従って管路を更新することは困難である

ため、老朽管の更新は更新基準に代わる新たな方針を定めて取り組むことが現実的である。 

表 2-11 資産状況 

 

 

  

工事費

(千円) 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 600 700

CIP 86,655 0.20% 86,655

DIP 11,164,487 25.59% 380 68,822 866,354 3,924,056 2,037,964 1,294,759 415,472 722,547 946,270 887,863

DIP(K) 5,538,371 12.69% 4,155 484,848 1,255,275 1,210,560 1,559,594 420,791 359,883 243,265

DIP(A) 1,998,306 4.58% 1,236 317,022 796,908 882,617 523

DIP(GX) 703,531 1.61% 51,630 48,444 456,759 146,698

ACP 182,783 0.42% 69,262 104,987 8,534

HPPE 1,615,423 3.70% 909 305,798 815,228 162,832 330,656

PP 695,783 1.59% 639,405 14,407 41,971

HIVP 7,475 0.02% 7,475

RRVP 10,730,639 24.60% 72,186 873,055 8,209,975 1,516,674 58,749

VP 6,473,753 14.84% 527,032 1,020,688 4,464,966 432,910 28,157

SUS 196,073 0.45% 29,670 35,332 10,052 112,002 9,017

PPLP 3,743 0.01% 3,743

SP 4,149,246 9.51% 132 18,483 103,825 29,039 60,526 1,513 259,363 386,918 3,289,447

管種不明 80,805 0.19% 1,227 8,053 58,961 3,765 8,799

総計 43,627,073 100.00% 1,241,139 2,373,083 15,467,838 8,288,555 5,140,007 3,174,102 846,793 722,547 1,306,153 1,390,491 386,918 3,289,447

管種 構成比
単位：(千円)



21 

３）更新需要の試算結果 

（１） 更新需要 

本計画における更新事業計画の更新事業費の算定において、「構造物及び設備」の更新時

期は実使用年数に達した資産から順次更新していくものとする。 

管路については、「配水本管」「重要給水施設」「角田梶賀地区」を中心的に更新を行い、

緊急時においても、最低限の給水が行えるようにします。また、「配水支管」においても、

災害時に破断等による漏水の可能性が大きい塩化ビニル管で実耐用年数に達している管路に

ついても更新対象管路として更新していく計画とする。 

これらの条件を加味するした場合、年間 5 億円の更新事業費を見込むものとした。 

物価上昇率は、内閣府で試算した「中長期の経済財政に関する試算」における過去投影ケ

ースの物価上昇率を採用した。 

 

 
図 2-3 投資試算の変動（単位：千円） 
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2.2.3. 財政収支 

ここでは前節までに算出した更新需要に基づき更新投資を実施した場合の財政収支見通し

について検討する。中長期的な観点から損益勘定留保資金の推移、起債水準、料金改定の妥

当性を評価し、更新に必要な財源確保の方策について検討する。 

 

１）基本条件 

⚫ 財政収支の検討は、令和 2 年度から令和 6 年度までの決算書と令和 7 年度の予算書を

参考とする。それ以外のものは下記のとおりである。 

⚫ 給水収益は一日当たりの有収水量に供給単価（令和 6 年度 251.9 円/㎥）を乗じたもの

を採用する。 

⚫ 賃金上昇率は、内閣府「中長期の経済財政に関する試算」における過去投影ケースを採

用する。対象費目は、基本給と退職給付金とする。 

⚫ 物価上昇率は、内閣府「中長期の経済財政に関する試算」における成長以降ケースを採

用する。対象費目は、動力費、修繕費、材料費、その他とする。 

⚫ 建設改良費（更新需要）の管路は、R18 年度までは積上値、以降はアセットマネジメ

ントの結果を用いた。 

⚫ 起債比率：40％ 

⚫ 元利償還計算条件：25 年償還、5 年据置、利息 3.3％ 

⚫ 減価償却費：定額法 

⚫ 企業債比率：工事費の 40%（年間事業費－国庫補助金） 

⚫ 確保すべき資金残高（留保資金）は、年間給水収益である 1,000,000 千円を確保する。 

⚫ 資産維持費は計上しない。 

 

２）シミュレーションの結果 

（１）  収益的収支 

収益的収支は水需要の減少に連動して減少を続ける。他方、更新需要に対する建設投資に

より、減価償却費が増大することにより、支出は増加を続ける。なお、収益的収支は 2025

年にマイナスになる見込みである。 

こうした更新需要の増大による影響は長期化する見込みであるため、定期的に適正な水道

料金に改定する必要がある。 

 

（２） 料金収入と資本費の比率 

料金を据え置きにしているため、収入は一定である。他方、更新需要に対する建設投資に

より、減価償却費と支払利息が増大することにより、料金への比率は上昇を続ける。 

減価償却費は実質的な現金の移動を伴わないため、結果として、不足額の補填財源となる

ことから、資産維持費と混同されている場合があるが、減価償却費は初期投資を後年度に回

収しているに過ぎない。また、企業債により初期投資を行った場合は、減価償却費として回

収された資金が企業債償還に充当されることとなる。いずれにしても、減価償却によっては、
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企業内に資金が内部留保されることはないことから、資本費に応じた料金収入を確保すべき

である。 

 

（３） 給水原価と供給単価 

料金を据え置きにしているため、供給単価は 251.9 円/㎥一定である。他方、更新需要に

対する建設投資により、減価償却費と支払利息が増大することにより、料金への比率は上昇

を続ける。なお、2025 年の段階で供給単価が給水原価を下回る可能性があり、急激な経営

悪化が見込まれる。 

 

（４） 事業費と企業債 

事業費は物価の上昇も相まって更新需要の増大と共に増加する見込みである。 

 

（５） 資本的収支・資金残高 

更新需要に対応した建設投資を実施した場合、現在の起債比率設定や料金設定では、収入

や損益勘定留保資金が不十分であるため、資金残高は 2031 年にはマイナスになる見込み

である。 

 

（６） 企業債残高 

企業債残高は更新需要の増大によって上昇を続けるものの、減価償却費や支払利息に応じ

た料金改定を行うならば、財政的な問題はないと考えられる。 
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2.3. 厚生労働省のアセットマネジメント(資産管理)による算定のアウトプット 

2.3.1. 更新を実施しなかった場合の試算の健全度 

①評価の方法 

・更新事業を全く実施しなかった場合を想定し、算定期間内の現有資産の健全度がどのよ

うに低下していくかを評価する。 

・法定耐用年数を基準にして、「構造物及び設備」「管路」別に健全度を区分する。法定耐

用年数を経過した資産を、経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍以内の場合（経年化資産）と

1.5 倍を超える場合（老朽化資産）の２つに区分する。 

・資産額は、デフレーターにより物価上昇分を補正した価格（現在価格：令和 4 年度）を

更新需要とする。 

 

②構造物及び設備の健全度 

更新を実施しなかった場合の健全度の見通しは、図 2-4 のとおりである。 

・現在のところ水道施設全体では、現有資産（2,609 百万円）のうち、健全資産は

91.1％（2,376 百万円）､経年化資産は 3.7％（95 百万円）、老朽化資産は 5.2%

（136 百万円）である。 
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全体 

 

建築 

 

土木 
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電気 

 

機械 

 

計装 

 

図 2-4 更新を実施しなかった場合の健全度（構造物及び設備）  
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③管路の健全度 

更新を実施しなかった場合の健全度の見通しは、図 2-5 のとおりである。 

・現有管路全体（310.9km）のうち、経年化管路は 37.1km である。 

・更新を行わなかった場合、2029 年度に経年化管路及び老朽化管路が現有管路の半分

を超え、2064 年度には老朽化管路が 9 割を超える。 

全体 

 
送水管 
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配水本管 

 

配水支管 

 

 

図 2-5 更新を実施しなかった場合の健全度（管路）  



29 

2.3.2. 法定耐用年数で更新する場合の更新需要 

① 算定の方法 

・構造物及び設備は、経過年数が法定耐用年数に達した年度で、令和 6 年度価格に換算し

た帳簿原価を更新需要とする。 

・管路については、経過年数が法定耐用年数に達した年度で、延長に単価を乗じて更新需

要とする。 

②構造物及び設備の更新需要 

法定耐用年数で更新した場合の更新需要を、図 2-6 に示す。 

・現有施設で既に法定耐用年数を超過した設備があることから、2028～2032 年度の整

備事業費がかなり大きくなる。 

・電気・機械・計装設備は、計算期問中に６～７回の更新となる。このため、全体の更新

需要に占める割合が大きくなっている。 
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全体 

 

建築 

 

土木 
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電気 

 

機械 

 

計装 

 

図 2-6 法定耐用年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備） 
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③管路の更新需要 

法定耐用年数で更新した場合の更新需要を、図 2-7 に示す。 

・法定耐用年数で更新とした場合､計算期間中で全管路が更新対象となる。 

全体 

 

送水管 
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配水本管 

 

配水支管 

 

 

図 2-7 法定耐用年数で更新した場合の更新需要（管路）  
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2.3.3. 更新基準年数で更新した場合の更新需要 

図 2-8 に、「更新基準年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備）」、図 2-9 に

「更新基準年数で更新した場合の更新需要（管路）」を示す。 

全体 

 

建築 
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土木 

 

電気 
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機械 

 

計装 

 

 

図 2-8 更新基準年数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備） 
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全体 

 

配水本管 
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配水支管 

 

 

図 2-9 更新基準年数で更新した場合の更新需要（管路） 

 

次頁に財政収支の見通しを示す。
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表 2-12 収益的収支総括表（料金据置） 

 

様式9H-3（収益的収支総括表）
●財政収支見通し
●収益的収支（総括表） 単位：千円/年

西暦年度
2020年～

2024年

2025年～

2029年

2030年～

2034年

2035年～

2039年

2040年～

2044年

2045年～

2049年

2050年～

2054年

2055年～

2059年

2060年～

2064年

2065年～

2069年

2070年～

2074年

業務量 年間有収水量（千m3) 3,287 3,384 3,309 3,222 3,118 3,005 2,900 2,829 2,759 2,690 2,624

給水収益(料金収入） 823,658 869,212 944,219 1,067,253 1,234,703 1,390,812 1,537,387 1,764,934 1,886,023 1,986,488 2,059,681

受託工事収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他営業収益 7,810 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410

計 831,468 870,622 945,629 1,068,663 1,236,113 1,392,222 1,538,797 1,766,344 1,887,433 1,987,898 2,061,091

補助金 38,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期前受金戻入 61,351 61,163 56,609 54,089 51,243 48,481 46,091 43,133 39,731 40,686 37,606

その他営業外収益 7,007 2,104 2,679 3,237 2,998 2,570 2,033 1,761 1,785 1,692 2,131

計 106,673 63,267 59,288 57,327 54,241 51,051 48,123 44,894 41,516 42,379 39,737

人件費 55,177 62,208 65,993 69,359 72,897 76,615 80,524 84,631 88,948 93,485 98,254

維持管理費 173,683 199,720 191,434 211,086 232,700 256,491 282,748 311,845 343,945 379,358 418,428

減価償却費 276,842 286,152 301,852 337,272 384,458 434,061 485,345 533,558 598,537 696,022 780,814

その他 3,036 13,341 11,078 12,231 13,504 14,909 16,461 18,174 20,066 22,154 24,460

計 584,751 924,773 924,124 990,208 1,113,649 1,241,947 1,345,692 1,445,039 1,535,349 1,662,215 1,780,809

支払利息 8,394 7,129 23,907 43,538 58,079 68,564 76,023 77,568 73,544 68,694 53,522

その他営業外費用 50,519 908 110 110 110 110 110 110 110 110 110

計 58,913 8,037 24,017 43,648 58,189 68,674 76,133 77,678 73,654 68,804 53,632

営業損益 246,718 -54,151 21,505 78,455 122,465 150,275 193,105 321,305 352,084 325,683 280,282

経常損益 294,478 1,079 56,777 92,134 118,517 132,652 165,095 288,521 319,945 299,258 266,387

資産維持費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経常損益（資産維持費含む） 294,478 1,079 56,777 92,134 118,517 132,652 165,095 288,521 319,945 299,258 266,387

原価・単価 供給単価（円/m3) 250.6 256.9 285.3 331.3 396.0 462.8 530.1 624.0 683.7 738.4 785.0

給水原価（円/m
3
) 161.8 257.3 269.4 304.1 359.3 419.9 474.3 523.0 568.8 628.3 684.8

※5年ごとの平均値を表示している。

※5年ごとの平均値を表示している。 ※5年ごとの平均値を表示している。 ※5年ごとの平均値を表示している。

営業収益

営業費用

営業外費用

営業外収益

収

益

的

収

支

0

50

100

150

200

250

300

350

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

損
益

百
万
円

収
入
・
支
出

百
万
円
／
年

西暦年度

収益的収支

収入 支出 損益

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

料
金
収
入
に
対
す
る
比
率

％

料
金
・
費
用

百
万
円
／
年

西暦年度

料金収入と資本費の比率

料金収入 資本費(支払利息+減価償却費） 料金への比率

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

原
価
・
単
価

円
／
㎥

西暦年度

原価・単価

給水原価 供給単価



40 

表 2-13 資本的収支総括表（料金据置） 

 
 

 

 

様式9H-3（資本的収支・資金残高総括表）
●財政収支見通し
●資本的収支（総括表） 単位：百万円

西暦年度
2020年～

2024年

2025年～

2029年

2030年～

2034年

2035年～

2039年

2040年～

2044年

2045年～

2049年

2050年～

2054年

2055年～

2059年

2060年～

2064年

2065年～

2069年

2070年～

2074年

収入の部 企業債 20 71 128 125 117 132 123 112 84 122 122

他会計出資金 0 74 95 89 72 104 89 68 72 67 67

他会計補助金 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計負担金 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国（都道府県）補助金 4 26 46 45 41 48 44 39 31 42 42

固定資産売却代金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工事負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計　① 5 19 30 29 25 32 28 24 21 26 26

支出の部 事業費 287 443 566 649 710 784 864 953 1,052 1,138 1,160

企業債償還金 28 20 11 21 34 43 54 62 62 60 59

他会計長期借入金償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計への支出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計　② 63 93 115 134 149 165 184 203 223 240 244

不足額 ①-② -58 -74 -85 -105 -123 -134 -155 -179 -202 -214 -218 

●資金残高・企業債残高（総括表）

2024年 2029年 2034年 2039年 2044年 2049年 2054年 2059年 2064年 2069年 2074年

企業債・他会計借入金残高 576 529 485 557 642 732 835 942 1,054 1,161 1,263

資金残高 708 479 651 657 494 512 343 381 310 353 298
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表 2-14 アセットマネジメント検討結果（料金据置） 

 

アセットマネジメント検討結果

角田市　水道事業

収益的収支(5年平均) 2020年～2024年 2025年～2029年 2030年～2034年 2035年～2039年 2040年～2044年 2045年～2049年 2050年～2054年 2055年～2059年 2060年～2064年 2065年～2069年 2070年～2074年

年間有収水量(千㎥) 3,287 3,384 3,309 3,222 3,118 3,005 2,900 2,829 2,759 2,690 2,624

給水収益(百万円) 824 869 944 1,067 1,235 1,391 1,537 1,765 1,886 1,986 2,060

資産の見通しの検討条件 収入合計(百万円) 938 934 1,005 1,126 1,290 1,443 1,587 1,811 1,929 2,030 2,101

現状維持 支出合計(百万円) 644 933 948 1,034 1,172 1,311 1,422 1,523 1,609 1,731 1,834

経常損益(百万円) 294 1 57 92 119 133 165 289 320 299 266

給水原価(円/㎥) 250.6 256.9 285.3 331.3 396.0 462.8 530.1 624.0 683.7 738.4 785.0

供給単価(円/㎥) 161.8 257.3 269.4 304.1 359.3 419.9 474.3 523.0 568.8 628.3 684.8

資産維持費(百万円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資本的収支(5年平均) 2020年～2024年 2025年～2029年 2030年～2034年 2035年～2039年 2040年～2044年 2045年～2049年 2050年～2054年 2055年～2059年 2060年～2064年 2065年～2069年 2070年～2074年

借入(百万円) 20 71 128 125 117 132 123 112 84 122 122

収入合計(百万円) 5 19 30 29 25 32 28 24 21 26 26

財政の見通しの検討条件 事業費(百万円) 287 443 566 649 710 784 864 953 1,052 1,138 1,160

収益的収支 借入償還金(百万円) 28 20 11 21 34 43 54 62 62 60 59

支出合計(百万円) 63 93 115 134 149 165 184 203 223 240 244

資本的収支 資金残高(百万円) 708 479 651 657 494 512 343 381 310 353 298

借入残高(百万円) 576 529 485 557 642 732 835 942 1,054 1,161 1,263

将来の水需要動向

物価上昇の見込み

賃金上昇の見込み

資産維持費の見込み

料金改定検討

更新需要の見込み

今後のアセットマネジメントのレベルアップへ向けた検討

更新需要の見通し 健全度の見通し

更新需要の見通し(千円) 2025年～2029年 2030年～2034年 2035年～2039年 2040年～2044年 2045年～2049年 2050年～2054年 2055年～2059年 2060年～2064年 2065年～2069年 2070年～2074年 合計 構造物及び設備（千円） 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年 2075年

構造物及び設備 37,002 185,010 269,457 468,657 85,311 287,901 552,490 929,521 422,936 38,898 3,277,183 健全資産 2,376,006 2,151,155 1,931,277 2,121,146 2,040,681 1,979,938 1,364,038 1,655,499 1,870,902 2,105,191 2,132,974

管路 2,107,488 2,314,990 2,230,543 2,031,343 2,414,689 2,212,099 1,947,510 1,570,479 2,077,064 2,461,102 21,367,307 経年化資産 95,338 346,618 501,027 389,321 565,190 584,185 1,211,837 894,849 679,446 445,156 105,451

合計 2,144,490 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 24,644,490 老朽化資産 135,510 109,081 174,550 96,387 983 42,731 30,980 56,507 56,508 56,508 368,430

管路（km） 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年 2075年

健全管路 195.50 156.25 126.63 109.24 128.83 150.89 172.94 195.00 194.00 189.00 182.79

経年化管路 115.36 154.61 184.24 201.62 90.26 43.40 0.00 0.00 0.00 15.31 31.17

老朽化管路 0.00 0.00 0.00 0.00 91.77 116.57 137.92 115.86 116.86 106.55 96.91

財政の見通し

検討条件

資産の見通し

マイナス（赤字）にならないこと。

1年あたり0千円を見込んだ。

① 過去投影ケース（賃金上昇率）での増加を52年間見込んだ。

② 成長移行ケース（消費者物価指数上昇率）での増加を52年間見込んだ。

独自に実施した水需要予測の結果に従った。

資金残高が1,000百万円以下にならないこと。

④平準化した更新需要（内訳指定）を見込んだ。

初回の料金改定で必要な料金改定率は10％となる見込みである。

初回の料金改定は2029年に見込んだ。その後は5年ごとに検討を行った。
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表 2-15 財政計画（料金据置）その１ 
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表 2-16 財政計画（料金据置）その 2 
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表 2-17 財政計画（料金据置）その 3 
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2.3.4. 財源の検討について 

１）料金改定について 

本計画では企業債比率を工事費の 4 割に設定し、かつ、料金改定を 2029 年度に 10％、

以降 5 年間隔で 15％、20％、18％、13％、20％、10％、8％、8％の料金改定が必要

である。 

 

２）財源の検討の原則 

 地方公営企業法第２１条第２項にある通り、料金は公正妥当なものでなければならず、か

つ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保す

ることができるものでなければならない。 

水道料金は、過去の実績及び社会経済情勢の推移に基づく合理的な給水需要予測と、これ

に対応する施設計画を前提とし、誠実かつ能率的な経営の下における適正な営業費用に、水

道事業の健全な運営を確保するために必要とされる資本費用を加えて算定しなければならな

い。 なお、受託工事その他の付帯的事業については、当該事業に要する直接費及び間接費

を含め、収支相償の原則により、定められていなければならない。なお、料金算定期間は、

概ね将来の３年から５年を基準とするとされている。 

水道料金改定業務の手引き（日本水道協会）P214 
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2.4. 計画期間中の法改正及び指針の改正 

2.4.1. 防災、減災、国土強靭化のための 5 か年加速化対策 

 近年激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策等について、更なる加速化・深化を

図るために策定された「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年 12

月 11 日閣議決定）に基づき、新たな中長期目標を掲げられている。 

対策は 5 項目（停電対策、土砂災害対策、浸水災害対策、施設の地震対策、上水道管路の

耐震化）あり、我孫子市で未達成のものは、浸水対策と基幹管路の耐震化である。 

 

 

2.4.2. 水道法改正 

 平成 30 年 12 月 12 日に水道法の一部を改正する法律が公布されている。これに伴い、

令和元年に水道法施行規則の一部も改正されている。主な改正のポイントは４点あるが、そ

の中で、適切な資産管理の推進について具体的に定められた点が大きい。 
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改正水道法の内容は下記のとおりである。特にコンクリート構造物や水管橋等の露出配管

について最低でも５年周期で定期検査を実施することが規則となった。同時に厚生労働省か

ら「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」が作成されている。 

 

改正水道法 （水道施設の維持及び修繕） 第二十二条の二 

水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保 つため、

その維持及び修繕を行わなければならない。  

２ 前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとす

る。 

 

水道法施行規則  

（水道施設の維持及び修繕）  

第十七条の二 法第二十二条の二第一項（法第二十四条の三第六項及び法第二十四条の八第

二項の規定により適用する場合を含む。）の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりと

する。 

一 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況（以下この項にお

いて「水道施設の状況」という。）を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の

運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当

該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。  

二 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視又はこれと同等以上の方法その他適切

な方法により点検を行うこと。 
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三 前号の点検は、コンクリート構造物（水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない

範 囲において目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。）及び道路、河川、

鉄道等を架空横断する管路等（損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に水

の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を及ぼすおそれがあるものに限る。次

項及び第三項において同じ。）にあっては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行う

こと。  

四 第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があ

ることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措

置を講ずること。 

 

２ 水道事業者は、前項第二号の点検（コンクリート構造物及び道路、河川、鉄道等を架空

横 断する管路等に係るものに限る。）を行った場合に、次に掲げる事項を記録し、これを

次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。 

 

一 点検の年月日  

二 点検を実施した者の氏名  

三 点検の結果  

 

３ 水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物又は道路、

河川、鉄道等を架空横断する管路等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があること

を把握し、同項第四号の措置（修繕に限る。）を講じた場合には、その内容を記録し、当

該コンクリート構造物又は道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等を利用している期

間保存しなければならない。 

 

2.4.3. 水道施設耐震工法指針の改定 

2022 年度に水道施設耐震工法指針・解説が発刊された。今回の改定は 1997 年、

2009 年に続く改定であり、下記の３点が 2009 年度版と大きく異なる点である。この改

定により、これまで採用されることの多かった静的解析や方法４による設計震度（兵庫県南

部地震の観測記録を基に設定された設計震度）を今後は採用することがほぼ出来なくなった

点で大きな影響がある。 

 

１）静的解析の適用範囲が小規模構造物に限定され、動的解析による耐震計算が主となった。 

２）想定外を設計に組み込む危機耐性の観点が導入され、どこまでを耐震対策とするか事業

体による判断の範疇が広くなった。 

３）レベル２地震動については、過小な方法４の使用条件を限定した。 

 

また、QandA に示されている通り、現行の「水道用プレストレストコンクリートタンク

設計施工指針・解説」では、1980 年以降に設計された容量 15,000 ㎥以下の PC タンク

は、「97 年版指針」や「水道用プレストレス トコンクリートタンク標準仕様書」に基づい
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て設計されている場合、比較的高い耐震性を有すると想定されるので、耐震診断は省略でき

るとされている。 ただし、ここで省略できるのは、側壁と底版が剛結されている PC 部材の

側壁のみであることに注意が必要である（底版は対象外）。また、当時の解析では特定でき

なかった NG 箇所が側壁に発生する可能性がある点にも留意が必要である。 

 

2.4.4. 厚生労働省健康局水道課からの通知・事務連絡 

１）消防水利の基準の一部改正について（令和５年１２月２５日） 

（１） 水道配管の減径について（第３条第３項新設） 

消火栓を設置する水道配管については、解析及び実測を行い、消火栓の取水可能水量

が毎分１立方メートル以上であることを確認できれば、管の直径を 75 ミリメートル以

上とすることができること。また、この場合、地域の実情に応じた、消火活動に必要な

水量の供給に支障のないように留意しなければならないこと。 

（２） 第３条第２項ただし書の規定により減径できる対象の明確化 

今回、第３条第３項が新設されたことに伴い、第３条第２項ただし書の規定により、

従来から減径することができた管の対象を明確化したこと。 

 

２）水道施設の更新に係る状況を踏まえた計画的な更新及び適正な水道料金の設定等の促進

について（令和５年７月６日） 

（１） 水道施設の更新・耐震化について 

今後の立入検査では、アセットマネジメントの取組状況について引き続き確認すると

ともに、水道施設の規模及び配置の適正化を考慮した更新需要の見通し（規則第 17 条

の 4）となっているかといった、水道施設の計画的な更新への取組状況等についても確

認する予定である。また、水道事業等の変更に関する認可の申請の機会を捉えて、アセ

ットマネジメントに関する取組状況について確認する予定である。 

（２） 資産維持費を含む適正な水道料金の設定について 

各水道事業者におかれては、3 年から 5 年ごとの適切な時期に見直しを行うこととさ

れていること（規則第 12 条第 2 号～第 4 号）等を含め、水道料金に関する水道法令等

の規定について改めて確認されたい（資産維持費に関する詳細は、別紙１及び別紙２を

参考のこと）。  

厚生労働省では、従前より、水道料金の設定方法や、経営状況について、水道事業の

運営に関する調査や、立入検査の調査項目にも含め、その実施状況を確認しているとこ

ろである。今後の立入検査では、これらに加えて、長期的な収支の試算（規則第 17 条

の４第 1 項）を行った場合にあっては、当該試算に基づいた料金設定となっているか等

の確認を新たに実施することで、水道料金等に関する法令等の遵守状況についての確認

を強化する予定である。 
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３）水道法施行規則の一部改正について（水道施設の維持及び修繕関係）（令和５年３月 22

日） 

（１） 新たな技術の活用 

水道施設の確認に係る水道事業者の負担を軽減する観点から、目視による点検だけではな

く、目視と同等の以上の方法による点検が可能であることを明確化する。（第 17 条の２第

１項第２号の改正） 

（２） 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等 

架空横断する管路等（※）（異常が生じたときに水の供給等に大きな支障を及ぼすおそれ

があるものに限る。）の点検等について、以下の内容を定める。 

・ ５年に１回以上の適切な頻度で点検を行うものとすること。（第 17 条の２第１項第３

号の改正）  

・ 点検を行ったときは、①点検日、②点検の実施者、③点検の結果を記録し、次の点検ま

での間、これを保存するものとすること。（同条第２項の改正）  

・ 点検等によって異状があることを把握し、修繕を行ったときは、その内容を記録し、当

該道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等を利用している間、これを保存するものと

すること。（同条第３項の改正）。  ※ 水管橋、橋梁添架管及び水路橋を指す。 
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法改正の予定（水道整備・管理行政の機能強化） 

水道整備・管理行政の機能強化【水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法

律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、社会資本整備重点計画法】 

（３） 水質又は衛生に関する事務 

環境の保全としての公衆衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から、

厚生労働大臣から環境大臣に移管する。 

（４） 水道整備・管理行政であって上記の事務以外 

社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基盤の強化等の観点から、厚

生労働大臣から国土交通大臣に移管するとともに、当該事務の一部を国土交通省地方整備局

長又は北海道開発局長に委任できることとする。 

（５） 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び社会資本整備重点計画法 

災害対応の強化や他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、

水道を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象施設に

加える。 
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3. 整備内容等の決定 

3.1. 整備案 

3.1.1. 構造物及び設備 

 構造物及び設備については、市の水道施設の中枢であり、全てが重要施設となるため、設

定した耐用年数に達した施設から順次更新するものとする。 

 

3.1.2. 管路 

 管路については、全体の管路を対象とした場合、年間事業費が高価となり、料金改定率が

高くなり、需要者負担が大きくなり、現実的ではない。そこで、更新事業を行うに当り、優

先順位を設定していくものとする。 

 主要な管路として、配水本管（φ350 以上の管路）、重要給水拠点への管路、人口集中地

区である角田梶賀地区があり、この路線について優先的に管路更新を行うものとする。 

 配水支管において、災害時特に東日本大震災クラスの地震が発生した場合、破断等の漏水

による被害を受けやすい非耐震管の設定した耐用年数に達している管路から重点的に更新を

行う計画とする。 

 10 年間の更新路線を順次更新していくが、5～10 年間で更新計画の見直しを行い、各管

路の漏水状況や老朽化状況を把握して、効率的な更新計画を作成する。 

 今後 10 年間における更新路線を図 3-1 に示す。 
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図 3-1 今後 10 年間の更新路線 


